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市民プラザ等合同施設管理運営業務仕様書 

 

 柏原市立市民プラザ及び柏原つどいの広場（以後、「市民プラザ等合同施設」とい

う。）の管理運営に関する指定管理者が行う業務の内容及びその範囲、履行方法につ

いては、関係法令等によるほかは、この仕様書に基づくものとする。 

 

第１ 一般的事項 

１ 事業の目的 

  市民主体による活気にあふれる地域社会の実現を推進する拠点施設としての市

民プラザ等合同施設の適正な管理、運営を行うことを目的とする。 

 

２ 管理運営方針 

管理運営を行う際には、地域の住民及び市との連携を図り、施設の効用が最大

限に発揮できるように努めるものとする。 

（1）関係法令等の規定を遵守すること。 

（2）施設設備及び備品の維持管理を適切に行うこと。 

（3）業務に関して取得した利用者等の個人情報を適切に取り扱うこと。 

（4）公の施設であることを常に念頭において公平な運営を行うこと。 

（5） 利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていくこと。 

（6）事業計画書に基づき適正かつ効率的運営を行うこと。 

（7）効率的な施設の管理運営を行い経費の節減に努めること。 

（8）近隣施設や関係機関との良好な関係を維持すること。 

（9）地球温暖化対策等環境に配慮した運営を行うこと。 

（10）緊急時等の対策に努めること。 

 

第２ 施設の概要 

市民プラザ等合同施設は、アゼリア柏原の公益棟の５階の一部及び６階・７階

部分をいう。 

（１）名  称    柏原市立市民プラザ及び 

           柏原つどいの広場（愛称：ほっとステーション） 

（２）所 在 地    柏原市上市１丁目２番２号 アゼリア柏原内 

（３）設置年月    平成１９年１１月 

（４）対象施設    アゼリア柏原 街区１ 公益棟  

      対象面積１，６８６．６９㎡ 
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※アゼリア柏原の概要 

建物構造    鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 

     地下１階 地上１５階建 

延床面積   ２０，４８７．４６㎡ 

敷地面積    ３，４５９．２８㎡ 

 

第３ 開館時間 

１ 柏原市立市民プラザ（以後「市民プラザ」という。） 

午前 9 時から午後９時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認める

施設名 面積 施設内容 

柏原市立市民プ

ラザ 

（５階） 

257.24 ㎡（共有部含む） 

（６階） 

945.49 ㎡ 

（７階） 

131.10 ㎡ 

 

 

（５階） 

湯沸室・トイレ、廊下、エ

ントランスホール、エレベ

ーターホール１ 

（６階） 

大会議室、中会議室１、中

会議室２（ハローワークコ

ーナー）、小会議室１、小

会議室２（Ａ・Ｂ）、小会

議室３、小会議室４、テラ

ス東、テラス西、事務所、

ロビー、エレベーターホー

ル１、倉庫、廊下、トイレ、

湯沸室、前室 

（７階） 

倉庫３、物入れ、廊下（一

部） 

柏原つどいの広

場 

（5 階） 

352.86 ㎡ 

（5 階） 

プレイルーム、相談室、レ

ストルーム、乳幼児トイ

レ・前室、湯沸コーナー、

授乳室、コインロッカース

ペース、事務室、ロッカー

ルーム、玄関、ベビーカー

置場、倉庫、シャワーコー

ナー 
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ときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。 

２ 柏原つどいの広場（以後「つどいの広場」という。） 

午前９時から午後 5 時までとする。 

 

第４ 休館日   

１ 市民プラザ 

12 月２９日から翌年 1 月３日までとする。ただし、指定管理者が特に必要 

と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館又は休館することができる。 

 

 ２ つどいの広場 

   以下①②のとおり 

   ①土・日・祝日（ただし、１・８月を除く毎月第２土曜日に開館日がある。） 

   ②12 月 29 日から翌年 1 月 3 日 

 

第５ 施設の管理運営 

１ 人員の配置等について 

（1）施設には、責任者及び従事者を置き、管理運営する上で支障のない人数を

常時配置すること。（開館時間及び閉館時間と勤務シフトを考慮し、従事者数

を確保すること。） 

○人員の配置及び時間 

  体    制     時   間     備   考 

責任者 １名 ８：３０～２１：３０ ・受付・案内業務は常時２名以

上の体制とすること 

・防火管理者の資格を有するも

の１名配置すること 

従事者 １名以上 ８：３０～２１：３０ 

清掃人 １名以上 ８：３０～17：３０  

 

（2）指定管理者は、事業計画書（内容・勤務体制等）を作成し、市の承認を得

ること。 

（3）指定管理者は、従事者の資質を高めるため、施設の管理運営等に必要な技

術、知識、接客等の研修を随時実施するとともに、人材育成計画を示すこと。 

  また、従事者に対し、節電・節水等に心掛けるよう指導を徹底すること。 

（4）緊急時（急病、火災、災害等）及び防犯、防火のための対策に係るマニュ

アルを作成し、従事者にその対応等の研修、指導を行うこと。 

（5）防火管理者を１名配置すること。 

（6）個人情報の保護について従事者に周知徹底するための研修を実施すること。 
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2 施設及び設備の維持管理に関する業務 

（1）施設の保守管理業務 

  本業務に関わる設備の保守点検は、市の承認を得て計画的に実施することと 

し、主な業務は以下の通りとする。 

ただし、この業務に関する一切の経費は指定管理者の負担とする。 

① 空調設備の保守点検（年１回）（業務内容は別紙１のとおり） 

② ５階つどいの広場の自動ドアの保守点検（年４回）（業務内容は別紙１のと

おり） 

③ 電気器具の点検及び管球類の取替え（管球類については、指定管理者の負担

とする） 

④ AED の設置及び保守 

⑤ その他軽微な営繕 

 

（２）市民プラザの会議室の利用許可及び施設の受付・案内業務 

本業務に関する内容は、次に掲げる事項及びこれに付随する一切の業務とする。

ただし、この業務に関する一切の経費は指定管理者の負担とする。（光熱水費及 

び電話・FAX・インターネット回線使用料は除く。）  

① 市民プラザの会議室の申し込み受付、利用許可書等の作成、利用許可書の交

付、駐車場割引券の交付に関すること。なお、営利目的による、会議室の利

用条件は、次のとおりとする。 

ア 物品販売のみの利用は、申請時に物品の一覧を提出してもらい、適当と認 

 めた場合のみ許可するものとする。 

イ 直接の販売等を伴わない展示会・説明会・講習会等の利用はできるものと

する。 

ウ 必要経費として資料代、会議室使用料など実費相当額と認められる額を徴

収して各種講座及びセミナー、説明会等については使用できるものとする。 

② 利用許可行為において疑義が生じた場合は、市と協議すること。 

③ 鍵及び IC カードの保管、受け渡し、部屋の施錠確認、附属設備の貸出し及び

説明、利用後の部屋の点検に関すること。また、鍵の保管については、盗難・

紛失・破損等に留意し、厳重に管理すること。 

④ 柏原市立市民プラザ条例第 15 条及び同施行規則第８条の規定により利用料

金の減免申請書の提出があったときは、その都度、市に指示を求めること。 

⑤ 柏原市立市民プラザ条例第 16 条及び同施行規則第９条の規定により利用料

金の還付申請書の提出があったときは、その都度、市に指示を求めること。 

⑥ 会議室の空室情報の提供及び電話等による各種問合わせの対応、利用案内、

要望や苦情の対応と報告書の作成、モニタリングの実施、椅子･机等附属備品

及び雨天時の傘立ての準備に関すること。 
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⑦ 会議室の空室情報等市民プラザのホームページの更新作業に関すること。 

⑧ 利用者データの適正な管理に関すること。 

⑨ 拾得物の受理・保管に関すること。 

⑩ 市民プラザ入館時は、必ず所定の場所において、防犯システムの解除

（AM8:30）を行うこと。また、退館時は施錠（PM9:30）を行うこと。 

⑪ 業務終了後は、市民プラザ等合同施設に利用者等が残っていないかを確認の

うえ、所定の場所において、防犯システム（機械警備）を作動させてから退

館すること。 

⑫ 柏原市立市民プラザ条例、同施行規則及び柏原つどいの広場条例、同施行規

則並びに管理要領等の規定により適正な管理運営を行うこと。 

⑬ 市役所との連絡業務は、1 日１回以上行い、必要に応じて関係部署等と連絡

調整を行うこと。また、市と連絡を密にし、適切な受付業務に従事すること。 

⑭ 行政財産の目的外使用については、監督者たる市の許可を得ること。 

⑮ 身体障害者、車椅子利用等の来館者補助を行うこと。 

  

（３）市民プラザの利用料金徴収業務 

  ① 柏原市立市民プラザ条例及び同施行規則に基づく利用料金の徴収及び還付

に関すること 

  ② 利用料金徴収時に利用者に領収書を交付すること 

  ③ 帳簿を用いて利用料金収入を整理すること 

 

（４）清掃業務 

  清掃業務については、常に施設を清潔に保ち、入館者に不快感を抱かせないよ 

う快適な環境衛生状態を維持するよう努めるものとする。また、施設の管理運営 

に支障のないように配慮するものとする。 

 本清掃業務に関わる内容は、別紙２の清掃業務の基準に従い、市の承認を得て 

計画的に実施することとし、主な業務は以下の通りとする。 

ただし、この業務に関する一切の経費は指定管理者の負担とする。（光熱水費は 

除く。） 

① 日常清掃 

② 特別清掃 

③ トイレ環境管理業務 

④ 日常清掃日報及び定期清掃報告書を作成し、市へ提出すること。 

⑤ 指定管理者は利用状況を把握して適切な人員配置計画を作成すること。 

⑥ 清掃業務に使用する機械器具及び消耗資材等は指定管理者の負担とし、

品質良好なメーカー製品を使用すること。 

⑦ 清掃で収集したごみは、所定のごみ置場へ整理整頓して置くこと。 
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⑧ ごみの処分は、指定管理者の負担において市にごみ収集の申込みを行い、

事前に有料ごみ袋の配付を受けること。 

⑨ 清掃作業回数は、来館者数・利用頻度等によって順応すること。 

⑩ 清掃の実施に際しては、利用後の施設等を中心に床面の素材等に悪影響 

を与えることのないように注意をもって実施すること。 

 

（５）保安・警備業務 

① 消防計画に基づき、現場確認・連絡通報・初期消火・避難誘導等を実施

して、来館者の安全確保に努めること。 

② 不特定多数の人が出入りすることから、継続監視・適時適切な巡回等  

により事件等の防止を図るとともに，万一の場合、二次災害等を防止す

ること。 

③ 暴力行為等により，会館内外が破壊されようとするときは、速やかに関

係部署に報告を行うこと。 

④ 火災等緊急事態が発生したときは、直ちに初期活動、救護活動に努める

とともに、関係部署への緊急連絡、通報を行うこと。 

⑤ 空調及び照明の付け忘れ、無断張り紙などの点検を随時に行うこと。 

⑥ 各出入口及びドア、窓、非常口等の異常の有無を点検すること。 

 

（６）付帯設備の保守管理業務 

   ① 施設に設置されている付帯設備の点検・保守を行うこと。 

 

 （７）備品の保守管理業務 

   ① 施設に設置されている備品の点検・保守を行うこと。 

   ② 現に使用中の市所有の備品については、無償で貸与する。 

③ 指定管理者は、AED をはじめ、施設運営上必要な備品を適宜整備し、

管理を行うとともに、不具合の生じた備品については、随時、修繕、更

新等を行うこと。ただし、備品等を購入する場合は、あらかじめ市と協

議の上、購入すること。 

④ 指定管理者は、施設の備品について備品台帳に記載し保管に遺漏のない

ようにすること。備品台帳に記載する事項は品名、金額、数量を含むこ

と。 

⑤ 上記①～④について、柏原つどい広場内に設置してされている備品は対

象外とする。 

 

３ 事業報告書の提出 

指定管理者は、毎年度終了後 60 日以内に、施設の管理に関する次に掲げる事
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項を記載した事業報告書を作成し、市へ提出すること。ただし、年度の途中にお

いて指定を取り消されたときは、その取り消され日から起算して 30 日以内に当

該年度の当該日までの間の事業報告書を提出すること。 

① 管理業務の実施報告書 

② 市民プラザの利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由 

③ 市民プラザの利用料金の収入実績 

④ 管理経費の収支状況 

⑤ その他公の施設の管理実態を把握するために市が必要と認める事項 

 

４ 文書管理について 

  指定期間中の文書管理については、市の指示に基づいて年度・分野ごとに分類

し、適切に管理すること。 

 （１）市民プラザの利用申請書等の保管 

市民プラザの利用申請書等は、市の指示に基づいて適切に保管し、指定期間

終了後に市に提出するものとする。 

（２）記録の保管 

   事業の実施に伴い作成・整備した図面・記録類については、適切に保管し、

次の指定管理者に引き継ぐこと。 

 （３）帳簿書類等の保存年限 

   指定管理者として作成した帳簿書類は、市の指示に基づいて整理し、その帳

簿閉鎖時から５年間保存するものとする。 

 

 

５ リスク分担表 

  リスク発生時の対応責任の所在を明確化するため、市と指定管理者のリスク分 

担表に定めたそれぞれの責任を分担するものとする。また、責任分担のできない 

不明確な事象が発生した場合には、その都度、市と指定管理者の協議によるもの 

とする。 
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市と指定管理者のリスク分担表 

 

項  目 リスク分担の内容 

責任分担 

柏原市 
指定 

管理者 

募集要項、仕様書 募集要項、仕様書等、市が作成した内容の誤り、変更に関するもの ○  

応募 
 

事業計画書等、指定管理者が提案した内容の不備、誤りに関するもの  ○ 

応募費用に関するもの  ○ 

制度関連 

法制度・許認可・税制度の新設・変更に関するもので本施設に特別に
影響を及ぼすもの 

○  

上記以外の法制度・許認可・税制度の新設・変更に関するもの  ○ 

住民対応 

本施設の設置・運営等に対する住民要望及び訴訟への対応 ○  

指定管理者が行う業務に関する苦情・要望等への対応  ○ 

環境問題 
 

指定管理者が行う業務に起因する騒音、振動、光、臭気に関するもの  ○ 

上記以外の市が行う業務に起因するもの ○  

第三者賠償 

指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者（利用者を含む）に損
害を与えた場合 

 ○ 

上記以外の事由によるもの ○  

債務不履行 

指定管理者の事業放棄・破綻によるもの  ○ 

市の方針変更、議会の不承認、その他手続の遅延などによるもの ○  
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※柏原市と指定管理者の協議事項 

（注）基幹部分とは、建物本体(壁,柱,床,はり,屋根及び階段で構造上重要な構造物)及び設備機器をいう。 

不可抗力 
風水害・地震・津波等などの自然災害、テロ・暴動など当事者が制

御できない人為的な事象に起因して生じた損害及び事業履行不能 ○  

 
 
 

施
設
損
傷 

 
 

 

修
繕
等
費
用 

施設の劣化及び特定できない第三者による行為 ※ ※ 

指定管理者の責めに帰すべき事由による事故・火災等による施設の
損傷 

 ○ 

市の責めによる事故・火災等による施設の損傷 ○  

施設の瑕疵によるもの ○  

指定管理者が善管注意義務を怠っていた場合  ○ 

修繕等の

施  行 

基幹部分に係るもの ○  

上記以外のもの  ○ 

要求水準仕様未達 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるサービスの仕様・要求水準
の不適合・未達 

 ○ 

市の責めに帰すべき事由によるサービスの仕様・要求水準の不適
合、未達 ○  

維持管理 

指定管理者の事由による施設・設備の変更等に伴う、指定管理者が
行う施設の点検・保守・補修の遅延、費用の増加に関するもの 

 ○ 

市の事由による施設・設備の変更等に伴う、指定管理者が行う施設
の点検・保守・補修の遅延、費用の増加に関するもの ○  

付帯設備の損傷 
指定管理者の責めに帰すべき事由による設備等の損傷・滅失  ○ 

上記以外の事由による設備等の損傷・滅失 ○  

備品等の損傷 

指定管理者の責めに帰すべき事由による備品等の損傷・滅失  ○ 

市の責めに帰すべき事由による備品等の損傷、滅失 ○  

経年劣化によるもの（指定管理者が設置したもの）  ○ 

経年劣化によるもの（市が設置したもの） ○  

情報管理 
指定管理者の責めに帰すべき個人情報等の外部流出  ○ 

市の責めに帰すべき事由による個人情報等の外部流出 ○  

施設の停止、中止 

指定管理者の責めに帰すべき事由により施設の供用ができなくな
った場合  ○ 

市の責めに帰すべき事由により施設の供用ができなくなった場合
（施設の瑕疵によるものを含む） ○  

事業運営 

指定管理者の事由による事業内容・用途の変更等に伴う、事業の遅
延、運営費の増加に関するもの 

 ○ 

市の事業内容・用途の変更等に伴う、事業の遅延、運営費の増加に
関するもの ○  

利用者対応 

指定管理者の業務範囲内のサービス内容等に対する利用者からの
苦情及び市民プラザ内における利用者間のトラブルへの対処 

 ○ 

上記以外の利用者からの苦情及び利用者間のトラブルへの対処 ○  



別紙１ 

＜保守点検業務＞ ※②については市民プラザ等合同施設各階共通 

 

本業務は、自動ドア及び空調設備の保守点検を行い、設備の維持管理及び安

全について、適切に保守点検並びに必要な助言を行うものとする。 

 

 

①自動ドア保守点検業務 

 

（実施周期） 

年４回の定期巡回点検 

（点検内容） 

①装置各部の点検及び調整 

②開閉速度、クッション作動の異常の有無の点検及び調整 

③装置の電装品の点検及び調整 

④装置のセンサーの検知状態の点検及び調整 

⑤オイル漏れの有無の点検 

⑥ドアがサッシに当たっていないか、擦れていないかの点

検及び調整 

⑦消耗度の著しい部品はないか点検 

 ※レギュラーメンテナンス仕様 

 

②空調設備（GHP） 

保守点検業務 

 

（実施周期） 

年１回 

（点検内容） 

①ガスエンジン点検 

②その他駆動系統点検 

③圧縮機点検 

④室外機外観点検 

 ※定期点検及びメンテナンスサービス費用含む 
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清
掃
業
務
の
詳
細
 

【
柏

原
つ

ど
い

の
広

場
（

ほ
っ

と
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
）
】

 

区
分
 

日
常

清
掃
 

特
別

清
掃
 

そ
の

他
 

業
務

場
所
 

材
料
 

毎
日

清
掃
 

回
数
 

随
時

清
掃
 

定
期

清
掃
 

回
数
 

ベ
ビ

ー
カ

ー
置

場
 

玄
関
 

授
乳

室
１

・
２
 

塩
ビ

タ
イ

ル
 

･
床

面
の

除
塵

及
び

水
ぶ

き
 

･
棚

等
の

拭
き

掃
除
 

 
（

吸
塵

機
随

時
使

用
）
 

･
玄

関
自

動
ド

ア
の

清
掃
 

･
Ｅ

Ｖ
前

玄
関

マ
ッ

ト
の

清
掃
 

･
屑

入
れ

の
屑

搬
出
 

１
回

/日
 

･
汚

染
床

面
の

ワ
ッ

ク
ス
 

 
清

掃
 

･
床

面
全

面
の

ワ
ッ

ク
ス
 

 
清

掃
 

３
回

/年
 

 

・
特
別

清
掃

の
業

務

時
間

は
、
適

宜
打

ち

合
わ

せ
の

う
え

実

施
す

る
こ

と
 

（
各

作
業

場
共

通
）
 

･
汚

染
箇

所
の

随
時

清
掃
 

随
時
 

プ
レ

イ
ル

ー
ム
 

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

保
育

室
 

コ
イ

ン
ロ

ッ
カ

ー
ス

ペ
ー

ス
 

相
談

室
前

室
 

ロ
ッ

カ
ー

ル
ー

ム
前

室
 

コ
ル

ク
タ

イ
ル
 

･
吸

塵
機

に
よ

る
除

塵
 

･
棚

等
の

拭
き

掃
除
 

 
（

吸
塵

機
随

時
使

用
）
 

･
コ

イ
ン

ロ
ッ

カ
ー

収
納

部
 

 
の

拭
き

掃
除
 

･
屑

入
れ

の
屑

搬
出
 

１
回

/日
 

･
汚

染
床

面
の

清
掃
 

･
コ

イ
ン

ロ
ッ

カ
ー

上
部
 

 
の

除
塵
 

･
床

面
全

面
の

水
ぶ

き
 

３
回

/年
 

 
 

･
汚

染
箇

所
の

随
時

清
掃
 

随
時
 

  湯
沸

コ
ー

ナ
ー
 

Ｗ
Ｃ

前
室
 

乳
幼

児
Ｗ

Ｃ
 

シ
ャ

ワ
ー

コ
ー

ナ
ー
 

  

長
尺

塩
ビ

シ
ー

ト
 

･
床

面
の

除
塵

及
び

水
ぶ

き
 

･
棚

等
の

拭
き

掃
除
 

 
（

吸
塵

機
随

時
使

用
）
 

･
流

し
台

・
周

辺
部

の
清

掃
 

 
及

び
洗

浄
 

･
茶

殻
等

の
除

去
処

理
 

･
便

器
、

洗
面

台
の

水
洗

い
 

 
又

は
洗

剤
に

よ
る

洗
浄
 

･
鏡

、
水

道
金

具
の

清
掃
 

･
汚

物
及

び
屑

入
れ

の
屑

搬
出
 

１
回

/日
 

･
汚

染
床

面
の

清
掃
 

･
便

器
、
洗

面
台

の
汚

染
部
 

 
洗

浄
 

･
床

面
全

面
の

ワ
ッ

ク
ス
 

 
清

掃
 

３
回

/年
 

 

・
汚
物

等
は

所
定

の

集
積

場
ま

で
搬

出
 

 

･
汚

染
箇

所
の

随
時

清
掃
 

･
ト

イ
レ

ッ
ト

ペ
ー

パ
ー

及
 

 
び

消
毒

石
け

ん
水

の
補

給
 

随
時
 

倉
庫
 

塩
ビ

タ
イ

ル
 

･
苛

捌
場

の
床

面
清

掃
 

１
回

/日
 

･
汚

染
床

面
の

清
掃
 

･
汚

染
床

面
の

除
塵

及
び
 

 
ワ

ッ
ク

ス
清

掃
 

３
回

/年
 

 

 



別
紙

２
 

【
柏

原
つ

ど
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（
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と
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ョ

ン
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事
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カ
ー

ル
ー
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ッ
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･
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に
よ

る
除

塵
 

･
机

、
椅

子
、

そ
の

他
備

品
 

 
の

拭
き

掃
除
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吸
塵

機
随

時
使

用
）
 

･
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入
れ

の
屑

搬
出
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回
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･
汚

染
床

面
の

清
掃
 

･
カ

ー
ペ

ッ
ト

全
面

清
掃
 

 
（

吸
塵

機
に

よ
る

除
塵

、
 

 
洗

剤
に

よ
る

洗
浄

、
カ
ー
 

 
ペ

ッ
ト

の
乾

燥
）
 

３
回

/年
 

 
 

･
汚

染
箇

所
の

清
掃
 

随
時
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紙

２
 

【
市

民
プ

ラ
ザ

５
階

】
 

区
分
 

日
常

清
掃
 

特
別

清
掃
 

そ
の

他
 

業
務

場
所
 

材
料
 

毎
日

清
掃
 

回
数
 

随
時

清
掃
 

定
期

清
掃
 

回
数
 

廊
下

１
・

２
 

エ
ン

ト
ラ

ン
ス

ホ
ー

ル
 

タ
イ

ル
カ

ー
ペ

ッ
ト
 

･
吸

塵
機

に
よ

る
除

塵
 

･
机

、
椅

子
、

そ
の

他
備

品
 

 
の

拭
き

掃
除
 

 
（

吸
塵

機
随

時
使

用
）
 

･
屑

入
れ

の
屑

搬
出
 

１
回

/日
 

･
汚

染
床

面
の

清
掃
 

･
カ

ー
ペ

ッ
ト

全
面

清
掃
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塵

機
に

よ
る

除
塵
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洗

剤
に

よ
る

洗
浄

、
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ー
 

 
ペ

ッ
ト

の
乾

燥
）
 

３
回
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･
汚

染
箇
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の
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掃
 

随
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･
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Ｗ
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Ｗ
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塩
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ト
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面
の
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び

水
ぶ

き
 

･
棚

等
の
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き
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除
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吸
塵

機
随
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使
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･
流
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台
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及
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器
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台
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又
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箇

所
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清
掃
 

･
ト

イ
レ

ッ
ト

ペ
ー
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及
 

 
び

消
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石
け

ん
水

の
補

給
 

随
時
 

･
汚

染
箇

所
の

随
時

清
掃
 

随
時
 

Ｅ
Ｖ

ホ
ー

ル
１
 

塩
ビ

タ
イ

ル
 

･
床

面
の

除
塵

及
び

水
ぶ

き
 

･
棚

等
の

拭
き

掃
除
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吸
塵
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随
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使

用
）
 

･
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ア
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･
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搬
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せ
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）
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箇
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時

清
掃
 

随
時
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き

掃
除
 

 
（

吸
塵
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･
流

し
台
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便
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台
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又
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５
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別
紙

２
 

【
市

民
プ

ラ
ザ

７
階

】
 

区
分
 

日
常

清
掃
 

特
別

清
掃
 

そ
の

他
 

業
務

場
所
 

材
料
 

毎
日

清
掃
 

回
数
 

随
時

清
掃
 

定
期

清
掃
 

回
数
 

倉
庫

３
 

タ
イ

ル
カ

ー
ペ

ッ
ト
 

 
 

 

･
床

面
全

面
の

除
塵

及
び
 

 
汚

染
床

面
の

洗
剤

洗
浄

、
 

 
カ

ー
ペ

ッ
ト

の
乾

燥
 

３
回

/年
 

 

廊
下

（
指

定
部

分
）
 

物
入
 

塩
ビ

タ
イ

ル
 

 
 

 
･
汚

染
床

面
の

除
塵

及
び
 

 
ワ

ッ
ク

ス
清

掃
 

３
回

/年
 

 

 【
市

民
プ

ラ
ザ

等
合

同
施

設
各

階
共

通
事

項
】

 

区
分
 

日
常

清
掃
 

特
別

清
掃
 

そ
の

他
 

業
務

場
所
 

材
料
 

毎
日

清
掃
 

回
数
 

随
時

清
掃
 

定
期

清
掃
 

回
数
 

設
置

備
品
 

（
書

棚
、

ロ
ッ

カ
ー

、
 

 
受

付
カ

ウ
ン

タ
ー

、
 

 
消

火
器

、
時

計
等

）
 

 
･
必

要
に

応
じ

て
水

ぶ
き

及
 

 
び

か
ら

ぶ
き
 

随
時
 

･
汚

染
箇

所
に

つ
い

て
は
 

 
洗

剤
を

用
い

て
清

掃
 

･
汚

染
箇

所
に

つ
い

て
は
 

 
洗

剤
に

て
清

掃
 

３
回

/年
 

 

扉
 

壁
面
 

ド
ア

ハ
ン

ド
ル
 

ド
ア

チ
ェ

ッ
ク
 

 
･
扉

及
び

ド
ア

ハ
ン

ド
ル

の
 

 
か

ら
ぶ

き
 

随
時
 

･
汚

染
箇

所
を

洗
剤

を
用
 

 
い

て
清

掃
（

合
板

壁
及
 

 
び

扉
の

清
掃

は
石

け
ん
 

 
水

を
使

用
 

･
ク

モ
の

巣
等

に
注

意
し

、
 

 
適

宜
除

去
 

･
壁

面
の

埃
払

い
（

は
た
 

 
き

及
び

羽
毛

払
い

等
を
 

 
使

用
）
 

･
ド

ア
ハ

ン
ド

ル
、

ド
ア
 

 
チ

ェ
ッ

ク
金

具
等

の
研
 

 
磨

（
研

磨
剤

使
用

）
 

３
回

/年
 

 

ブ
ラ

イ
ン

ド
 

 
 

 
 

･
脚

立
を

用
い

、
取

り
付

け
 

 
た

状
態

で
洗

剤
に

て
洗

浄
 

３
回

/年
 

 

照
明

器
具
 

空
調

排
気

口
 

 
 

 
 

･
脚

立
を

用
い

、
洗

剤
で

汚
れ
 

 
を

ふ
き

と
る
 

 
露

出
証

明
器

具
は

蛍
光

管
 

 
を

外
し

、
本

体
及

び
管

を
 

 
清

掃
す

る
 

 
カ

バ
ー

付
き

照
明

器
具

は
 

 
カ

バ
ー

及
び

蛍
光

管
を

外
 

 
し
、
本
体

及
び

管
、
カ

バ
ー
 

 
を

清
掃

す
る
 

･
エ

ア
コ

ン
フ

ィ
ル

タ
ー

を
 

 
洗

剤
に

て
洗

浄
 

３
回

/年
 

 



別紙２

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

材質
面積
(㎡)

ﾒｰｶｰ名 品番 台数
面積
(㎡)

形式 台数

ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ置場 松下電工 NFM41670 3

松下電工 FHC83693K 1

松下電工 NFM41670 2

授乳室１ 松下電工 FSA42666F 4 天カセ 1

授乳室２ 松下電工 FSA42666F 4 天カセ 1

倉庫 松下電工 XF312DA 1

松下電工 FHC83693K 17

松下電工 NFM41670 4

ｽﾃｰｼｮﾝ保育室 松下電工 FSA42666F 4 5 天カセ 1

ｺｲﾝﾛｯｶｰｽﾍﾟｰｽ 松下電工 XF312DA 1

相談室前室 松下電工 FSA42666F 1

ﾛｯｶｰﾙｰﾑ前室 松下電工 FSA42666F 2

ｼｬﾜｰｺｰﾅｰ 松下電工 NFM41670 2

ＷＣ前室 松下電工 FSA42666F 1

乳幼児ＷＣ 松下電工 FSA42666F 4

湯沸しｺｰﾅｰ 松下電工 XF312DA 1

松下電工 FSA42666F 2

松下電工 NFM41670 5

ﾛｯｶｰﾙｰﾑ 松下電工 XF312DA 1 5

相談室 松下電工 FSA42666F 2 5 天カセ 1

合計 353 47 65 10

※照明器具の はカバー有、他は露出型

業務場所
床 空調機

   　特別清掃の詳細

【柏原つどいの広場（ほっとステーション）】

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

隠蔽 1

照明器具

事務室

玄関

45 隠蔽 4

ｺﾙｸﾀｲﾙ

44

長尺塩ﾋﾞ
ｼｰﾄ

13

塩ﾋﾞﾀｲﾙ

269

ﾀｲﾙ
ｶｰﾍﾟｯﾄ

27

5 天カセ 1



別紙２

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

材質
面積
(㎡)

ﾒｰｶｰ名 品番 台数
面積
(㎡)

形式 台数

松下電工 NFM41670 28

松下電工 NL75255WK 6

廊下３ 松下電工 NFM41670 6

廊下１ 松下電工 NFM41670 18 20

廊下２ 松下電工 NFM41670 15

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 松下電工 NFM41670 12 天カセ 1

湯沸室 松下電工 FSA41038F 1

ＳＫ室 松下電工 FSA41038F 1

松下電工 NF11706 6

松下電工 FAH825 1

ＨＷＣ 松下電工 NF11706 2

松下電工 NF11706 6

松下電工 FAH825 2

合計 257 64 35 2

※照明器具の はカバー有、他は露出型

ＭＷＣ

ＷＷＣ

ﾀｲﾙ
ｶｰﾍﾟｯﾄ

121

塩ﾋﾞﾀｲﾙ 30

ＥＶﾎｰﾙ１
塩ﾋﾞﾀｲﾙ 106

15 隠蔽 1

   　特別清掃の詳細

【市民プラザ５階】

業務場所
床 照明器具 空調機



別紙２【市民プラザ６階】
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

材質
面積
(㎡)

ﾒｰｶｰ名 品番 台数
面積
(㎡)

形式 台数

松下電工 NFM41670 17 隠蔽 2

松下電工 NL75255WK 6 天カセ 2

ﾛﾋﾞｰ 松下電工 NFM41670 19

廊下１ 松下電工 NFM41670 10

松下電工 NHU33753A 24

松下電工 NFM41670 7

事務室 松下電工 NHU33753A 7 8 天カセ 3

天カセ 3

隠蔽 2

天カセ 3

隠蔽 1

小会議室１ 松下電工 NHU33753A 12 8 天カセ 4

小会議室２ 松下電工 NHU33753A 12 8 天カセ 4

小会議室３ 松下電工 NHU33753A 9 8 天カセ 4

松下電工 NFT11730 4

松下電工 NFM41670 2

松下電工 NHU33753A 7 隠蔽 1

前室 松下電工 NF11706 2

廊下２ 松下電工 NFM41670 18

廊下３ 松下電工 NFM41670 6

倉庫１ 松下電工 FSA41038F 1

倉庫２ 松下電工 FSA41038F 1

倉庫３ 松下電工 FSA41038F 3

湯沸室 松下電工 XF312DA 1

幼児用ＷＣ 松下電工 NF11706 2

松下電工 NF11706 6

松下電工 FAH825 4

ＨＷＣ 松下電工 NF11706 2

松下電工 NF11706 7

松下電工 FAH825 2

テラス
150角
ﾀｲﾙ

20 松下電工 NFY622MEL 4

945 216 100 38

※照明器具の はカバー有、他は露出型

業務場所
床 照明器具 空調機

大会議室 25 隠蔽 7

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 341

ｱｾﾞﾘｱ柏原
ﾊﾛｰﾜｰｸｺｰﾅｰ

松下電工 NHU33753A 9 8

小会議室４ 12
天カセ 2

ＥＶﾎｰﾙ１ 15

中会議室１ 松下電工 NHU33753A 12 8

ＭＷＣ

塩ﾋﾞ
ﾀｲﾙ

45

長尺塩ﾋﾞ
ｼｰﾄ

ＷＷＣ

45

ﾀｲﾙ
ｶｰﾍﾟｯﾄ

494



別紙２

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

材質
面積
(㎡)

ﾒｰｶｰ名 品番 台数
面積
(㎡)

形式 台数

倉庫３
ﾀｲﾙ

ｶｰﾍﾟｯﾄ
99 松下電工 FSA42666F 13 天カセ 4

廊下 松下電工 FSA41038F 2

物入 松下電工 FSA41038F 2

合計 131 17 4

【市民プラザ７階】

塩ﾋﾞ
ﾀｲﾙ

32

業務場所
床 照明器具 空調機



別
紙

２
 

〈
ト

イ
レ

環
境

管
理

業
務

〉
 

※
市

民
プ

ラ
ザ

等
合

同
施

設
各

階
共

通
 

 ト
イ

レ
環

境
管

理
に

関
す

る
業

務
内

容
項

目
の

大
要

を
明

示
し

た
も

の
で

あ
り

、
指

定
管

理
者

は
本

業
務

の
実

施
に

あ
た

り
、

便
器

洗
浄

器
 

を
は

じ
め

室
内

の
衛

生
設

備
用

品
に

つ
い

て
充

実
さ

せ
、

ト
イ

レ
環

境
の

維
持

向
上

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
１

）
業

務
内

容
等

 
＜

設
置

品
名

 
 

水
洗

便
器

用
薬

剤
供

給
便

器
洗

浄
器

（
小

便
器

用
・

大
便

器
用

、
幼

児
用

含
む

）
＞

 

①
大

便
器

の
殺

菌
、

洗
浄

、
脱

臭
、

排
水

管
の

詰
ま

り
の

予
防

及
び

芳
香

に
よ

り
快

適
な

ト
イ

レ
環

境
を

長
期

に
わ

た
り

維
持

で
き

る

も
の

と
す

る
。

 

②
便

器
用

洗
浄

水
供

給
管

（
二

次
側

以
降

・
大

便
器

は
バ

キ
ュ

ー
ム

ブ
レ

ー
カ

ー
以

降
)
と

薬
剤

･
香

料
供

給
装

置
と

が
水

移
送

管
に

連

結
し

て
な

る
装

置
で

、
薬

剤
は

水
移

送
管

を
介

し
て

薬
剤

・
香

料
含

有
水

と
な

り
、

便
器

用
水

洗
水

に
供

給
さ

れ
最

終
的

に
水

洗
の

最
後

に
便

器
内

に
供

給
さ

れ
、

か
つ

契
約

期
間

を
通

じ
て

一
定

の
効

果
が

得
ら

れ
る

も
の

。
 

③
装

置
は

薬
剤

・
香

料
を

直
接

便
器

洗
浄

水
貯

水
タ

ン
ク

内
に

投
入

す
る

も
の

、
薬

剤
・

香
料

を
洗

浄
貯

水
タ

ン
ク

へ
の

給
水

部
位

に

置
く

形
式

の
も

の
は

除
く

。
 

④
取

付
先

に
よ

り
、

セ
ン

サ
ー

一
体

型
小

便
器

に
は

、
便

器
用

洗
浄

水
供

給
管

（
二

次
側

以
降

）
へ

の
取

付
が

可
能

な
機

器
と

す
る

。
 

⑤
使

用
す

る
薬

剤
及

び
香

料
は

人
体

や
環

境
に

有
害

の
恐

れ
が

な
く

、
ま

た
排

水
管

等
の

設
備

に
も

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
安

全
性

が

確
認

さ
れ

た
も

の
を

使
用

す
る

こ
と

。
安

全
性

を
示

す
Ｍ

Ｓ
Ｄ

Ｓ
（

化
学

物
質

等
安

全
性

シ
ー

ト
）
・

第
三

者
機

関
に

よ
る

調
査

報
告

書
を

提
出

す
る

こ
と

。
 

⑥
点

検
回

数
は

、
薬

剤
等

の
供

給
が

途
切

れ
る

こ
と

の
な

い
よ

う
行

う
こ

と
。

 

 

  

  



別
紙

２
 

【
ト

イ
レ

環
境

管
理

対
象

箇
所

及
び

設
置

数
量

】
 

フ
ロ

ア
 

ト
イ

レ
名

称
 

便
器

の
種

類
 

小
便

器
 

男
大

便
器

 
女

大
便

器
 

幼
児

小
便

器
 

幼
児

大
便

器
 

身
障

者
大

便

器
 

柏
原

つ
ど

い
の

広
場

 
乳

幼
児

Ｗ
Ｃ

 
 

 
 

 
３

 
 

市
民

プ
ラ

ザ
５

階
 

Ｍ
Ｗ

Ｃ
（

男
性

用
）

 
３

 
２

 
 

 
 

 

Ｈ
Ｗ

Ｃ
（

身
障

者
用

）
 

 
 

 
 

 
１

 

Ｗ
Ｗ

Ｃ
（

女
性

用
）

 
 

 
２

 
 

 
 

市
民

プ
ラ

ザ
６

階
 

幼
児

Ｗ
Ｃ

 
 

 
 

１
 

１
 

 

Ｍ
Ｗ

Ｃ
（

男
性

用
）

 
４

 
２

 
 

 
 

 

Ｈ
Ｗ

Ｃ
（

身
障

者
用

）
 

 
 

 
 

 
１

 

Ｗ
Ｗ

Ｃ
（

女
性

用
）

 
 

 
３

 
 

 
 

合
計

 
７

 
４

 
５

 
１

 
４

 
２

 

 


